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地域包括ケアシステムにおける歯科医療機関の役割

「医療計画について（令和５年3月３１日付け厚生労働省医政局長通知）」

地域包括ケアシステムの構築を進める上で、歯科医療機関は地域の医療機関等

との連携を推進する等、地域の実情を踏まえた取組を行うことが重要である。特に、

近年は、口腔の管理が誤嚥性肺炎の発症予防につながるなど、口腔と全身との関係

について広く指摘されていることから、各医療連携体制の構築に当たって、歯科医

療や歯科医療従事者が果たす役割を明示するとともに、入院患者や在宅等で療養を

行う患者に対する医科歯科連携等を更に推進することが必要となる。

６



地域包括ケアシステムと歯科の役割

資料：日本歯科医師会 地域包括ケアにおける多職種連携 平成２９年５月17日より（一部改変） ７
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訪問専門歯科
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都道府県別歯科医療機関数の推移について

歯科医療機関数が減少した都道府県

北海道、青森県、岩手県、秋田県、福島県、新潟県、富山県、三重県、
京都府、和歌山県、鳥取県、島根県、山口県、愛媛県、長崎県、宮崎県、鹿児島県

厚生労働省「令和4年度医療施設（動態）調査」より作成 9



出典：令和6年度の同時報酬改定に向けた意見交換会（資料４参考１）リハ口腔栄養 10



11出典：第3回在宅医療及び医療・介護連携に関するワーキンググループ資料





高知県 高知県歯科医師会

委託

県内に3

窓口開
所

総合あんしんセンター2F四万十市民病院西棟1F 社会保険協議会内１F 

幡多窓口

中央窓口

東部窓口

歯科衛生士
幡多窓口：常勤１名、非常勤１名
中央窓口：常勤１名、非常勤１名
東部窓口：常勤１名



安芸窓口
担当中央窓口

担当

幡多窓口
担当



依頼を受け事前訪問に出発！！

在宅

病院

施設

相談や歯科訪問診療依頼を
電話やFAXにて受付

ご家族や担当のケアマネジャーさんに
連絡し歯科衛生士が事前訪問を行う

日程調整
各窓口に１台
訪問車両あり



お口の中の
状況確認
（入れ歯も含

む）

保険証等・お
薬手帳・疾患
名・介護度・
介護サービス
の確認

口唇・舌・頬
等の動きの
確認

事前訪問
開始

オーラルフレイルがな
いか確認

ご
本
人
の
主
訴
を
確
認

ケアマネジャーさんや支援員さん
と情報共有



口腔の状態・身体の状態・
家族の支援の有無を確認
し、歯科訪問診療か通院
なのかを歯科医師に相談

し決定。



歯科訪問診療でできること
①歯科診療

むし歯の治療、歯周疾患治療（歯石
除去等）、簡単な抜歯、入れ歯の調
整・修理・新製などの一般的な歯科
治療（義歯の状態や患者さんのお口
の状態にもよって難しい時がありま
す）

②口腔ケア

食事、入浴、排泄等の日常のケアと同
じく欠かすことのできない重要なケア
です。お口の中の清掃状態を保つこと
による全身疾患の重症化予防①



口腔健康管理

口腔機能管理

・ブラッシング(歯磨き)
・PTC
（機械を使わない清掃）
・PMTC
（機械を使った清掃）
・歯石除去
・フッ化物応用等

・嚥下体操
・舌ストレッチ
・嚥下機能療法

多職種の
行う

口腔ケア

口腔衛生管理

参考資料：「ご存じですか？ オーラルフレイル」
令和２年８月 高知県健康政策部健康長寿政策課・高知県歯科医師会発行
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出典：令和6年度の同時報酬改定に向けた意見交換会（第1回）資料4参考1 21



出典：令和6年度の同時報酬改定に向けた意見交換会（第1回）資料4参考1 22



出典：令和6年度の同時報酬改定に向けた意見交換会（第1回）資料4参考1 23
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➢ 人口の減少や構造を踏まえた、歯科医療提供体制の確保・整備
～誰一人取り残さない歯科医療・在宅歯科医療の展開～
※医療インフラが整備されていない地域（特に無歯科医地区や過疎地、中山間地
域を含む都市部以外、歯科医療機関の減少地域）における人材を含めた歯科
医療機能の維持・確保、歯科医療提供体制の整備

※地域の歯科診療所では困難な障がい児（者）や医療的ケア児（者）、有病者、要
介護者等への口腔健康管理に資する環境整備

➢ 医科歯科連携、多職種連携の更なる推進
※医科病院における歯科機能の拡大や歯科診療所との連携、後方支援体制の構
築に基づく歯科医療提供体制の確保

※入退院時から在宅・施設等に至るまで、地域の歯科診療所と医科病院、医科病
院内等における医科歯科連携の構築

※ICT を利活用した多職種との連携の更なる強化 26

地域包括ケアシステムの更なる深化・推進、自立支援・重度化防止への医療・介護連携、
特にリハビリテーション・機能訓練、栄養管理・口腔管理の実効的な一体的実施が重要

まとめ


